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本日お伝えする内容



主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

主体的な学び

深い学び

対話的な学び

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と、学習評価の充実

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し、
社会と連携･協働しながら、未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

学習指導要領改訂の方向性

何ができるようになるか

生きて働く知識･技能の習得
など、新しい時代に求めら
れる資質･能力を育成

知識の量を削減せず、質の
高い理解を図るための学習
過程の質的改善

小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公共（仮
称）」の新設など

各教科等で育む資質･能力を明確化し、目標や内容を構造
的に示す

学習内容の削減は行わない※

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

※高校教育については、些末な事実的知識の暗記が大学入学者選抜で問われることが課題になっており、
そうした点を克服するため、重要用語の整理等を含めた高大接続改革等を進める。

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成

生きて働く知識・技能の習得

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性の涵養

「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」（H28.8）

奈良県教育委員会 ３
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成果
〇科学的リテラシーの平均得点が比較可能な調
査回以降、最も高い。

課題
〇理科を学ぶことに対する関心・意欲や意義・
有用性に対する認識について、肯定的に回
答する割合が国際的に見て低い。

〇「観察・実験の結果などを整理・分析した上
で、解釈・考察し説明すること」などの資質
・能力に課題が見られる。

１ 理科改訂の要点
解説p.６

１ 理科改訂の要点
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〇理科で育成を目指す資質・能力を育む観点
から、
→自然の事物・現象に進んで関わり、見
通しをもって観察、実験などを行い、
その結果を分析して解釈するなどの科
学的に探究する学習を充実した。

〇理科を学ぶことの意義や有用性の実感及び
理科への関心を高める観点から、
→日常生活や社会との関連を重視した。

１ 理科改訂の要点

解説p.10

(１) 改訂に当たっての基本的な考え方
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解説p.10～12

・「エネルギー」を柱とする領域
… 主として量的・関係的な視点

・「粒子」を柱とする領域
… 主として質的・実体的な視点

・「生命」を柱とする領域
… 主として多様性と共通性の視点

・「地球」を柱とする領域
… 主として時間的・空間的な視点

(2) 「理科の見方・考え方」
従来、理科においては「科学的な見方や考え方」の育成を目標として位置

付け、資質・能力を包括するものとして示してきた。今回の改訂では、「見
方・考え方」は資質・能力を育成する過程で働く、物事を捉える視点や考え
方として全教科等を通して整理されたことを踏まえて示すようにする。

① 理科における「見方」…理科を構成する領域ごとの特徴
から整理。

１ 理科改訂の要点
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解説p.10～12

② 理科における「考え方」
探究の過程を通した学習活動の中で、例えば、
比較したり、関係付けたりするなどの科学的に
探究する方法を用いて考えること。

理科の学習においては、「理科の見方・考え方」を働かせ
ながら知識及び技能を習得したり、思考、判断、表現したり
していくものであると同時に、学習を通して「理科の見方・
考え方」が確かで豊かなものとなっていくと考えられる。な
お、「見方・考え方」はまず「見方」があって、次に「考え
方」があるといった順序性のあるものではない。

１ 理科改訂の要点
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解説p.12

(3) 内容の改善の要点

① 学習内容の改善について

(ｱ) 従前と同様に「エネルギー」、「粒子」、
「生命」、「地球」などの科学の基本的な
概念等を柱として構成し、科学に関する基
本的概念の一層の定着を図ることができる
ようにしている。

(ｲ) 小学校・中学校・高等学校の一貫性に十分
配慮するとともに、育成を目指す資質・能
力、内容の系統性の確保、国際的な教育の
流れなどにも配慮して内容の改善及び充実
を図っている。

１ 理科改訂の要点
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解説p.16

中学校理科の「エネルギー」を柱とした内容の構成
実線は新規項目。破線は移行項目。

１ 理科改訂の要点



奈良県教育委員会 10

解説p.17

中学校理科の「粒子」を柱とした内容の構成
実線は新規項目。破線は移行項目。

１ 理科改訂の要点
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解説p.18

中学校理科の「生命」を柱とした内容の構成
実線は新規項目。破線は移行項目。

１ 理科改訂の要点
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解説p.19

中学校理科の「地球」を柱とした内容の構成
実線は新規項目。破線は移行項目。

１ 理科改訂の要点
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解説p.13、14

② 指導の重点等の提示について

３年間を通じて計画的に、科学的に探究するために
必要な資質・能力を育成するために、各学年で主に重
視する探究の学習過程の例を以下のように整理した。

・第１学年：自然の事物・現象に進んで関わり、その
中から問題を見いだす。

・第２学年：解決する方法を立案し、その結果を分析
して解釈する。

・第３学年：探究の過程を振り返る。

１ 理科改訂の要点
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解説p.９

１ 改訂の基本的な考え方



思考力、判断力、表現力等及び学びに向かう力、人間性等に関す
る学習指導要領の主な記載

奈良県教育委員会

１ 理科改訂の要点

解説p.20

15
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自然の事物・現象に関わり、理科の見方・考え方を働
かせ、見通しをもって観察、実験を行うことなどを通し
て、自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な
資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 自然の事物・現象についての理解を深め、科学的に探究するため

に必要な観察、実験などに関する基本的な技能を身に付けるよう
にする。

(2) 観察、実験などを行い、科学的に探究する力を養う。
(3) 自然の事物・現象に進んで関わり、科学的に探究しようとする態

度を養う。

２ 改善・充実の具体的事項
解説p.23

(１) 目標

２ 改善・充実の具体的事項

16
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解説p.24

① 目標(1)について

２ 改善・充実の具体的事項

知識及び技能を育成するに当たっては、自然の事物・現
象についての観察、実験などを行うことを通して、自然の
事物・現象に対する概念や原理・法則の理解を図るととも
に、科学的に探究するために必要な観察、実験などに関す
る基本的な技能を身に付けることが重要である。その際、
日常生活や社会との関わりの中で、科学を学ぶ楽しさや有
用性を実感しながら、生徒が自らの力で知識を獲得し、理
解を深めて体系化していくようにすることが大切である。
また、観察、実験などに関する基本的な技能については、
探究の過程を通して身に付けるようにすることが大切であ
る。

17
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解説p.24

② 目標(2)について

２ 改善・充実の具体的事項

科学的に探究する力を育成するに当たっては、自然の事
物・現象の中に問題を見いだし、見通しをもって観察、実
験などを行い、得られた結果を分析して解釈するなどの活
動を行うことが重要である。その際、第１学年では、自然
の事物・現象に進んで関わり、それらの中から問題を見い
だす活動、第２学年では、解決する方法を立案し、その結
果を分析して解釈する活動、第３学年では、探究の過程を
振り返る活動などに重点を置き、３年間を通じて科学的に
探究する力の育成を図るようにする。

18
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解説p.24

③ 目標(3)について

２ 改善・充実の具体的事項

学びに向かう力、人間性等を育成するに当たっては、
生徒の学習意欲を喚起し、生徒が自然の事物・現象に進
んで関わり、主体的に探究しようとする態度を育てるこ
とが重要である。その際、自然体験の大切さや日常生活
や社会における科学の有用性を実感できるような場面を
設定することが大切である。

また、自然環境の保全や科学技術の利用に関する問題
などでは、人間が自然と調和しながら持続可能な社会を
つくっていくため、身の回りの事象から地球規模の環境
までを視野に入れて、科学的な根拠に基づいて賢明な意
思決定ができるような態度を身に付ける必要がある。

19
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解説p.108

２ 改善・充実の具体的事項

(2) 指導計画作成上の配慮事項
① 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授

業改善

単元など内容や時間のまとまりを見通して、そ
の中で育む資質・能力の育成に向けて、生徒の主
体的・対話的で深い学びの実現を図るようにする
こと。その際、理科の学習過程の特質を踏まえ、
理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観
察、実験を行うことなどの科学的に探究する学習
活動の充実を図ること。

20
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解説p.108、109

２ 改善・充実の具体的事項

(ｱ) 「主体的な学び」の視点の例

〇自然の事物・現象から問題を見いだし、見通しをもって課
題や仮説の設定や観察・実験の計画を立案したりする学習
となっているか。

〇観察・実験の結果を分析・解釈して仮説の妥当性を検討し
たり、全体を振り返って改善策を考えたりしているか。

〇得られた知識や技能を基に、次の課題を発見したり、新た
な視点で自然の事物・現象を把握したりしているか。

理科の指導を通して「知識及び技能」や「思考力、判断力、表現力等」
の育成を目指す授業改善を行うことはこれまでも多くの実践が重ねられて
きている。そのような着実に取り組まれてきた実践を否定し、全く異なる
指導方法を導入しなければならないと捉えるのではなく、生徒や学校の実
態、指導の内容に応じ、「主体的な学び」、「対話的な学び」、「深い学
び」の視点から授業改善を図ることが重要である。

21
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解説p.109

２ 改善・充実の具体的事項

(ｲ) 「対話的な学び」の視点の例
〇課題の設定や検証計画の立案、観察、実験の結果の処理、考察
・推論する場面などでは、あらかじめ個人で考え、その後意見
交換したり、科学的な根拠に基づいて議論したりして、自分の
考えをより妥当なものにする学習となっているか。

(ｳ) 「深い学び」の視点の例

〇「理科の見方・考え方」を働かせながら探究の過程を通して学
ぶことにより、理科で育成を目指す資質・能力を獲得するよう
になっているか。

〇様々な知識がつながって、より科学的な概念を形成することに
向かっているか。

〇新たに獲得した資質・能力に基づいた「理科の見方・考え方」
を、次の学習や日常生活などにおける問題発見・解決の場面で
働かせているか。

22
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解説p.111、112

２ 改善・充実の具体的事項

② 日常生活や他教科等との関連

日常生活や他教科等との関連を図ること。

理科の内容の中には、日常生活や社会に密接な関わりをもっている
ものが多い。理科で学習する規則性や原理などが日常生活や社会で活
用されていることにも触れ、私たちの生活において極めて重要な役割
を果たしていることに気付かせるようにすることが大切である。

また、各教科と関連する内容や学習時期を把握し、各教科の「見方
・考え方」、各教科で育成を目指す資質・能力などについて、教職員
間で相互に連携しながら、学習の内容や系統性に留意し、学習活動を
進めることが大切である。

23
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解説p.114

２ 改善・充実の具体的事項

観察、実験、野外観察を重視するとともに、地域の環境や学校の実
態を生かし、自然の事物・現象についての基本的な概念の形成及び科
学的に探究する力と態度の育成が段階的に無理なく行えるようにする
こと。

(3) 内容の取扱いについての配慮事項
① 科学的に探究する力や態度の育成

自然の事物・現象を科学的に探究する力と態度を育てるためには、
課題の設定、実験の計画と実施、器具などの操作、記録、データの処
理、モデルの形成、規則性の発見など、科学的に探究する活動を行う
ことが必要である。しかしながら、科学的に探究する力は一挙に獲得
できるものではなく、具体的な問題に取り組み、それを解決していく
活動を通して身に付けていくものである。見通しをもって観察、実験
を行い、得られたデータを分析して解釈し、適切な判断を行うような
経験をさせることが重要である。判断に当たっては、科学的な根拠を
踏まえ、論理的な思考に基づいて行うように指導する必要がある。こ
のような経験を繰り返す中で、科学的に探究する力や態度が育成され
るようになる。

24
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解説p.115

２ 改善・充実の具体的事項

② 生命の尊重と自然環境の保全

生命を尊重し、自然環境の保全に寄与する態度を養うようにすること。

生命や自然環境を扱う第２分野の学習においては、生命を尊重し、自
然環境の保全に寄与する態度を育成することが重要である。
「生命」については、生物の飼育・栽培、生物や生命現象についての

観察、実験などを通して、生物のつくりと働きの精妙さを認識させ、か
けがえのない生命の尊さを感じさせるようにする。このような体験を通
して生命に対する畏敬の念や生命を尊重する態度を培うようにする。
「自然環境の保全」については、世界的な議論が活発に行われ、その

実践に向けて我が国の果たすべき役割に大きな期待が寄せられている。
今後永続的に人間が地球で様々な生物と共存していくためには、自然と
人間の生活との関わりを正しく認識させることが大切である。自然や科
学技術と人間との関わりについて科学的な根拠に基づき考察することを
通して、自然環境の保全の重要性を認識させることはもとより、それに
実際に寄与する態度を育てることが大切である。

25
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解説p.120、121

２ 改善・充実の具体的事項

③ 科学技術と日常生活や社会との関連

科学技術が日常生活や社会を豊かにしていることや安全性の向上に
役立っていることに触れること。また、理科で学習することが様々な
職業などと関係していることにも触れること。

学習を進めるに当たっては、様々な原理や法則が科学技術を支えて
いることに触れ、それらが日常生活や社会に深く関わりをもっている
ことを認識させる。特に、ものづくりでは、科学的な原理が製品に応
用されていることを実感させることが大切である。
生徒が様々な課題に自立的に対応できるようにしていくためには、

生徒に理科を学ぶ意義を実感させ、理科の学習で養う資質・能力が、
様々な職業に関連し生かされることに触れるようにすることが大切で
ある。例えば、科学技術に関係する職業に従事する人の話を聴かせる
ことなどが考えられる。

26
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３ 移行措置について

27

(1) 平成31年度及び平成32年度の理科の指導に当たっては、次のア及びイのとお
りとする。

ア 現行中学校学習指導要領第２章第４節第２〔第１分野〕の２(1)イ(ｱ)に規定す
る事項に、新中学校学習指導要領第２章第４節第２〔第１分野〕の２(1)ア(ｲ)㋐
のうち「物体に働く２力についての実験を行い、力がつり合うときの条件を見
いだして理解する」の部分の規定に係る事項を加えるものとする。

イ 現行中学校学習指導要領第２章第４節第２〔第２分野〕の２(2)アに規定する
事項に、新中学校学習指導要領第２章第４節第２〔第２分野〕の２(2)ア(ｴ)㋐
に規定する事項を加え、新中学校学習指導要領第２章第４節第２〔第２分野〕
の３(4)オの規定を適用するものとする。

平成31年度及び平成32年度の第１学年第１分野
「力の働き」に「２力のつり合い」を、第１学年第
２分野「火山活動と火成岩」に「自然の恵みと火山
災害・地震災害」を追加する。

３ 移行措置について
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(2) 平成31年度の第１学年の理科の指導に当たっては、現行中学校学習指導要領
第２章第４節第２〔第１分野〕の２(1)イ(ｲ)に規定する事項のうち「水圧」の
部分の規定に係る事項を省略し、現行中学校学習指導要領第２章第４節第２
〔第１分野〕の３(2)オの規定は適用しないものとする。

平成31年度の第１学年第１分野「圧力」のうち
「水圧」の部分を省略する。
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(3) 平成32年度の第１学年の理科の指導に当たっては、次のア及びイのとおり
とする。

ア 現行中学校学習指導要領第２章第４節第２〔第１分野〕の２(1)イ(ｲ)に規
定する事項を省略し、現行中学校学習指導要領第２章第４節第２〔第１分
野〕の３(2)オの規定は適用しないものとする。

イ 現行中学校学習指導要領第２章第４節第２〔第２分野〕の２(1)イ(ｲ)に規
定する事項を省略し、現行中学校学習指導要領第２章第４節第２〔第２分
野〕の３(2)ウの規定は適用せず、現行中学校学習指導要領第２章第４節第
２〔第２分野〕の２(3)ウに規定する事項を加え、現行中学校学習指導要領
第２章第４節第２〔第２分野〕の３(4)ウ及びエの規定を適用するものとす
る。

平成32年度の第１学年第２分野「植物の生活と
種類」に「動物の仲間」を追加し、第１学年第１分
野「圧力」及び第２分野「葉・茎・根のつくりと働
き」を省略する。
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(4) 平成32年度の第２学年の理科の指導に当たっては、次のアからウまでの
とおりとする。

ア 現行中学校学習指導要領第２章第４節第２〔第１分野〕の２(3)ア(ｴ)に
規定する事項については、新中学校学習指導要領第２章第４節第２〔第１
分野〕の３(5)エのうち「放射線の性質と利用」に関する規定を適用する
ものとする。

イ 現行中学校学習指導要領第２章第４節第２〔第２分野〕の２(3)エ(ｱ)に
規定する事項を省略し、現行中学校学習指導要領第２章第４節第２〔第２
分野〕の３(4)オの規定は適用しないものとする。

ウ 現行中学校学習指導要領第２章第４節第２〔第２分野〕の２(4)ウに規
定する事項に新中学校学習指導要領第２章第４節第２〔第２分野〕の２
(4)ア(ｴ)㋐に規定する事項を加え、新中学校学習指導要領第２章第４節第
２〔第２分野〕の３(6)オの規定を適用するものとする。

平成32年度の第２学年第１分野「静電気と電流」
に「放射線の性質と利用」を、第２分野「日本の気
象」に「自然の恵みと気象災害」を追加し、第２分
野「生物の変遷と進化」を省略する。


